
熊本県 子ども未来課 

 

【１ はじめに】 

  熊本県では、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、「特定不妊治療」（体外受精又は顕微

授精）に要する費用の一部を助成しています。 

  ※ 医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等に

より卵子採取より前に中止した場合を除き、助成の対象となります。 

 

【２ 対象者】 

 法律上の婚姻をしている夫婦で、次の（１）～（４）の全てに該当する方が対象になります。 

  （１）夫婦のいずれかが県内（熊本市を除く）にお住まいで、指定医療機関（次ページ参照）

において体外受精又は顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極め

て少ないと医師に診断された夫婦。 

     ※ 熊本市にお住まいの方は、熊本市の助成制度があります。 

  （２）今年度、指定医療機関で特定不妊治療を実施した夫婦。 

  （３）治療期間の初日における妻の年齢が４３歳未満であること。 

  （４）夫婦の所得の合計額が７３０万円未満であること。(児童手当法施行令第３条で計算) 

  （５）夫婦のいずれかが今回申請の不妊治療費に係る費用について、熊本市又は県外の地方

公共団体から助成を受けていないこと。 

   ※平成２７年度までに通算５年間助成を受けている場合には助成対象外となります。 

 

【３ 助成内容】 

 夫婦一組に対し特定不妊治療費（入院費、凍結保存料、食事代等治療に直接関係ない費用を

除く）を、１回の治療につき１５万円（ただし、治療ステージＣ及びＦの治療の場合は７万

５千円）までとします。初めて助成を受けた際の治療期間の初日の妻の年齢が４０歳未満で

あるときは、通算助成回数６回（４０歳以上であるときは通算３回）まで予算の範囲内で助

成します。 

 また、申請内容が次に該当する場合には、下記の金額を上乗せで助成します。 

① 初めての特定不妊治療の助成申請：最大１５万円まで 

（治療ステージＣ及びＦを除く） 

② 特定不妊治療に合わせて行った男性不妊治療：１回につき、最大１５万円まで 

（治療ステージＣを除く） 

   ※参考 

   治療ステージＣ：以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 

    治療ステージＦ：採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 

 

【４ 申請に必要な書類】 

 （１）熊本県特定不妊治療費助成事業申請書 

 （２）特定不妊治療費助成事業受診等証明書（指定医療機関が記入） 

 （３）領収書（指定医療機関が発行） 

 （４）住民票（３ヶ月以内に発行されたもので、夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民と

なった年月日がわかるもの。） 

 （５）戸籍謄本（抄本）（住民票で夫婦の続柄の記載があれば戸籍謄本は不要。） 

（６）夫婦それぞれの所得証明書（夫及び妻の所得額・控除額の内訳が記載されたもの：市町

村発行） 

※ 申請日が１月～５月の場合は前々年分の所得が記載されている証明書、６月～１２月

の場合は前年分の所得が記載されている証明書が必要です。 

※ 所得のない方の場合も、所得金額０円の証明書が必要です。 
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【５ 申請書の提出先】 

 （１）特定不妊治療の終了後、申請書を最寄りの保健所（裏面参照）へ提出してください。 

 （２）郵送も可ですが、郵送の場合は、次項目記載の”提出期限”内に必ず保健所に届くよう

にお願いします。 

 

【６ 申請書の提出期限】 

（１）”治療が終了した日の属する年度”の末日(３月３１日)までに提出してください。 

なお、３月中に治療が終了した場合に限り、翌年度の４月３０日まで申請することがで

きます。 

（２）申請が遅れると助成の対象外となりますのでご注意ください。 

（３）助成可否の審査に時間がかかる場合もありますので、治療終了後は、できる限り早め

の申請をお願いします。 

（４）審査の結果、承認の場合は承認決定通知書を、不承認の場合は不承認決定通知書を、

各申請者宛てに送付します。 

 なお、承認された場合でも、入金までには、承認決定通知書がお手元に届いた後２週間

以上時間がかかる場合もありますので、あらかじめ御了解願います。 

 

【７ 申請書等の様式の入手方法】 

 （１）保健所窓口で入手できます。 

 （２）熊本県のホームページから、以下の順にリンクを進んでいくことでも入手できます。 

※「分類から探す」⇒「学び・子育て」⇒「結婚・子育て支援」⇒「妊娠・出産」⇒ 

「不妊治療」 

 ※ホームページ内での検索によってもアクセス可能です。検索ワード：特定不妊治療 

 

【８ 問い合わせ先】 

（１）最寄りの県保健所 

 （２）熊本県女性相談センター（不妊専門相談も行っております。） 

 

【９ 県内保健所一覧】 

保健所名 所  在  地 電 話 

宇城保健所 〒869-0532  宇城市松橋町久具 400-1 0964-32-1207 

有明保健所 〒865-0016  玉名市岩崎 1004-1 0968-72-2184 

山鹿保健所 〒861-0501  山鹿市山鹿 465-2 0968-44-4121 

菊池保健所 〒861-1331  菊池市隈府 1272-10 0968-25-4138 

阿蘇保健所 〒869-2612  阿蘇市一の宮町宮地 2402 0967-24-9036 

御船保健所 〒861-3206  上益城郡御船町辺田見 400 096-282-0016 

八代保健所 〒866-8555  八代市西片町 1660 0965-33-3229 

水俣保健所 〒867-0061  水俣市八幡町 2-2-13 0966-63-4105 

人吉保健所 〒868-0056  人吉市寺町 12-1 0966-22-3107 

天草保健所 〒863-0013  天草市今釜新町 3530 0969-23-0172 

 

【１０ 不妊専門相談】 

熊本県女性相談センター（熊本県福祉総合相談所内） 住所：熊本市東区長嶺南２丁目３－３ 

相談の種類 相談日、時間 対応者 

電話相談（096-381-4340） 平日（月～土）9:00～20:00 

      (正午～午後 1時除く) 

相談員（助産師等） 

来所（面接）相談 第 4金曜日 14:00～16:00（要予約） 産婦人科医師 
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【１１ 県内の指定医療機関】平成 29年 4月 1日現在 

体外 

受精 

顕微 

授精 

 

医療機関名 

 

住     所 

 

電 話 

○ ○ 熊本大学医学部附属病院 熊本市中央区本荘 1丁目 1番 1号 096-344-2111 

○ ○ 福田病院 熊本市中央区新町 2丁目 2番 6号 096-322-2995 

○ ○ 伊井産婦人科病院 熊本市中央区大江本町 8－15 096-364-4003 

○ ○ 片岡レディスクリニック 八代市本町 3丁目 3－35 0965-32-2344 

○  森川レディースクリニック 熊本市中央区水前寺 6丁目 31番１号 096-381-4115 

○ ○ ＡＲＴ女性クリニック 熊本市中央区神水本町 25番 18号 096-360-3670 

○ ○ ソフィアレディースクリニック水道町 熊本市中央区水道町 9番 5－1号 096-322-2996 

※ 県外の指定医療機関については、医療機関の存在する各都道府県、政令市、中核市等に直接ご

確認ください。 

 

【１２ その他】 

  熊本県庁内の担当課：子ども未来課（母子保健班） 電話 096-333-2209（直通） 


